
�愛媛県告示第１０４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０４２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０４３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により指定した施術機関を次のように廃止した旨の

届出があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ひねのクリニッ
ク

医療法人
真 尚 会

今治市馬越町四丁目５番
１号

平成２０年
５月１日

と び の 歯 科 飛 野 一 弘 喜多郡内子町平岡甲８３－
１

平成２０年
４月１日

矢野歯科医院 矢 野 慎 二 西予市野村町野村１２号３３
８

平成２０年
５月１日

すまいる総合歯
科クリニック 渡 邊 政 継 伊予郡松前町筒井８５０エ

ミフルマサキ１Ｆ
平成２０年
６月１日

むらやま薬局 株式会社
ム ラ ヤ マ

新居浜市船木甲４３２２番地
３

平成２０年
６月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

ヘルプサービス
繭 冨 永 清 亀 伊予郡松前町北黒田６１３

－１５
平成２０年
５月２０日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

住吉内科クリニ
ック 住 吉 良 太 新居浜市新須賀町２－９

－２
平成２０年
４月１日

ひねのクリニッ
ク 日 根 野 尚 今治市馬越町四丁目５番

１号
平成２０年
５月１日

山口内科胃腸科
医院 山 口 裕 國 宇和島市広小路１－４３号 平成２０年

５月１１日

矢野歯科医院 矢 野 彰 一 西予市野村町野村１２号３３
８

平成２０年
５月１日

今治プリポート
薬局

株式会社
プリポート薬局

今治市石井町四丁目７－
２０

平成２０年
４月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

ヘルプサービス
繭 山 � 義 照 伊予郡松前町北黒田６１３

－１５
平成２０年
４月２０日

美川調剤薬局 有限会社
ク リ フ

上浮穴郡久万高原町上黒
岩２９３３－１

平成２０年
６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１９７８号 平成２０年７月４日

平成２０年７月４日金曜日 第１９７８号

愛 媛 県 報

７６１
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�愛媛県告示第１０４４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

石井オアシス・ケアサービス
有限会社 松山市古川北二丁目１６－６ おあしす北郷 今治市波方町樋口甲２０３５番１ 平成２０年４月１日

社会福祉法人興風会 今治市大西町紺原甲２９０番地
１

小規模多機能型居宅介護事業
所ステラ

今治市大西町紺原甲１１６６番地
３ 平成２０年４月２０日

特定非営利活動法人すろーら
いふ 宇和島市祝森甲１１５６番地 すろーらいふ 宇和島市祝森甲１１５６番地 平成２０年５月１６日

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 デイサービス中の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２１号 平成２０年５月２１日

医療法人にしわき眼科クリニ
ック

八幡浜市江戸岡一丁目４番５
号 にしわき眼科クリニック 八幡浜市江戸岡一丁目４番５

号 平成２０年５月１日

有限会社カナダイメディカル 今治市上浦町井口５２９７－１ 上浦ハート薬局 今治市上浦町井口５２９７－１ 平成２０年５月１日

有限会社めぐみ 八幡浜市穴井３番耕地７０３番
地

デイサービスセンター日土の
めぐみ

八幡浜市日土町２番耕地２番
地４１ 平成２０年５月７日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ シーサイド 今治市吉海町臥間４５番地１ 平成２０年５月１５日

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 通所介護事業所あおぞら 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２

５１番地 平成２０年５月２９日

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地

小規模多機能型居宅介護事業
所あおぞら

北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 平成２０年５月２９日

特定非営利活動法人和み 伊予市上三谷甲３５７７番地１ ヘルパーステーション和み 伊予市上三谷甲３５７７番地１ 平成２０年６月１日

有限会社弘祐会 西条市丹原町寺尾甲３１番地２ デイサービスセンターこうゆ
う庵 西条市丹原町寺尾甲３１番地１ 平成２０年６月１日

介護センター瀬戸内合資会社 今治市南大門町二丁目３－５ 瀬戸内みすかの家 今治市東門町五丁目１４－５２ 平成２０年４月１日

社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２番地 平成２０年６月１日

社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ 基準該当短期入所生活介護事

業所あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２番地 平成２０年６月１日

有限会社ケアサポートいずみ 北宇和郡鬼北町大字永野市９８
番地１ グループホームいずみ 北宇和郡鬼北町大字永野市９８

番地１ 平成２０年５月２８日

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号
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�愛媛県告示第１０４６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より介護機関を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社居宅介護支援事業所
つくし

南宇和郡愛南町広見１６４７番地
１

株式会社居宅介護支援事業所
つくし

南宇和郡愛南町広見１６４７番地
１ 平成２０年５月２３日

有限会社ユニット・ワン 伊予市米湊８５５番地１１ 居宅介護支援事業所ユニット・
ワン 伊予市灘町３０２番地１ 平成２０年６月１日

医療法人慈風会 今治市松本町一丁目５番地９ 居宅介護支援事業所シーガル 今治市松本町一丁目５－９ 平成２０年５月１５日

有限会社山茶花 今治市阿方甲４２４番地１ 指定居宅介護支援事業所さざ
んか 新居浜市沢津町一丁目４－１３ 平成２０年６月１８日

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

特別養護老人ホ
ームしいのき園 西 予 市 西予市野村町野村８号４６

７番地
平成２０年
５月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

上島町 越智郡上島町弓削下弓削２１０
番地

上島町弓削高齢者生活福祉セ
ンター

越智郡上島町弓削上弓削１９０７
番地１ 平成２０年３月１日

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５－５ 介護予防センターよしの 今治市北宝来町三丁目２－１０ 平成２０年４月１日

石井オアシス・ケアサービス
有限会社 松山市古川北二丁目１６－６ おあしす北郷 今治市波方町樋口甲２０３５番１ 平成２０年４月１日

社会福祉法人興風会 今治市大西町紺原甲２９０番地
１

小規模多機能型居宅介護事業
所ステラ

今治市大西町紺原甲１１６６番地
３ 平成２０年４月２０日

特定非営利活動法人すろーら
いふ 宇和島市祝森甲１１５６番地 すろーらいふ 宇和島市祝森甲１１５６番地 平成２０年５月１６日

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 デイサービス中の茶屋 新居浜市西の土居町二丁目８

番２１号 平成２０年５月２１日

医療法人にしわき眼科クリニ
ック

八幡浜市江戸岡一丁目４番５
号 にしわき眼科クリニック 八幡浜市江戸岡一丁目４番５

号 平成２０年５月１日

有限会社カナダイメディカル 今治市上浦町井口５２９７－１ 上浦ハート薬局 今治市上浦町井口５２９７－１ 平成２０年５月１日

有限会社めぐみ 八幡浜市穴井３番耕地７０３番
地

デイサービスセンター日土の
めぐみ

八幡浜市日土町２番耕地２番
地４１ 平成２０年５月７日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ シーサイド 今治市吉海町臥間４５番地１ 平成２０年５月１５日

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 通所介護事業所あおぞら 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２

５１番地 平成２０年５月２９日

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号
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�愛媛県告示第１０４８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を

行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０４９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社ケアプラザヨシコー 北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地

小規模多機能型居宅介護事業
所あおぞら

北宇和郡鬼北町大字興野 １々２
５１番地 平成２０年５月２９日

特定非営利活動法人和み 伊予市上三谷甲３５７７番地１ ヘルパーステーション和み 伊予市上三谷甲３５７７番地１ 平成２０年６月１日

有限会社弘祐会 西条市丹原町寺尾甲３１番地２ デイサービスセンターこうゆ
う庵 西条市丹原町寺尾甲３１番地１ 平成２０年６月１日

有限会社ホームケアサービス 八幡浜市大平１－７８２－２３ ホームケアサービス 八幡浜市大平１－７８２－２３ 平成２０年３月１日

社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２番地 平成２０年６月１日

社会福祉法人宇和町社会福祉
施設協会 西予市宇和町久枝甲１４３４－１ 基準該当短期入所生活介護事

業所あんしんの家 西予市宇和町新城１０７２番地 平成２０年６月１日

有限会社ケアサポートいずみ 北宇和郡鬼北町大字永野市９８
番地１ グループホームいずみ 北宇和郡鬼北町大字永野市９８

番地１ 平成２０年５月２８日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人陽成会 今治市拝志１－２６ 居宅介護支援事業所ヒロセ

（変更後）
今治市喜田村六丁目４番２０号

平成１９年１０月１日
（変更前）
今治市国分七丁目４番１号

有限会社弘祐会 西条市丹原町寺尾甲３１番地２ 居宅介護支援事業所こうゆう
庵

（変更後）
西条市丹原町寺尾甲３１番地１

平成２０年６月１日
（変更前）
西条市丹原町寺尾甲３１番地９

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宝集会 新居浜市荷内町６番２１号 宝寿園 新居浜市荷内町６番２１号 平成１９年１０月３１日

社会福祉法人三恵会 新居浜市西の土居町二丁目８
番１２号

訪問看護ステーションきぼう
の苑

新居浜市西の土居町二丁目８
番１２号 平成１９年１２月３１日

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 グループホームゆうなぎ 喜多郡内子町城廻６１３－１ 平成２０年３月３１日

医療法人廣紀会 宇和島市和霊元町４－２－８ 加藤整形外科病院 宇和島市和霊元町４－２－８ 平成１４年１０月１日

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号

７６４
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�愛媛県告示第１０５１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より指定した介護機関を次のように廃止した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（居

宅介護事業者）の辞退があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０５４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項において準用する同法第５１条第１項の規定により、次のとおり指定介護機関（介

護予防事業者）の辞退があった。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 居宅介護支援センターやすら
ぎ 喜多郡内子町内子７１６ 平成２０年３月３１日

介護老人福祉施
設しいのき園

社会福祉法人
野村町社会福祉
協会

西予市野村町野村８号４６
７番地

平成２０年
４月３０日

加藤整形外科病
院

医療法人
廣 紀 会

宇和島市和霊元町４－２
－８

平成１４年
１０月１日

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

木 原 病 院 医療法人
聖 ル カ 会

今治市別宮町三丁目７の
８

平成２０年
２月２９日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人宝集会 新居浜市荷内町６番２１号 宝寿園 新居浜市荷内町６番２１号 平成１９年１０月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム丹原の郷 西条市丹原町池田１２６７番地１ 平成２０年４月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成２０年４月１日

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号

７６５
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�愛媛県告示第１０５５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート松山久米店 松山市北久米町６９８
番地１

大規模小売店舗を設置する者
の代表者氏名

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 雄一

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 彰宏

平成１９年
４月１日

平成２０年
６月１０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者氏名

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 雄一

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 彰宏

株式会社サニーフー
ヅ
代表取締役
中村 雄一

株式会社サニーフー
ヅ
代表取締役
川崎 卓巳

平成１７年
１月１６日

サニーマート衣山店 松山市衣山一丁目１７
１番地外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者氏名

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 雄一

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 彰宏

平成１９年
４月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者氏名

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 雄一

株式会社サニーマー
ト
代表取締役
中村 彰宏

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０５６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

辞 退 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
辞 退 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム丹原の郷 西条市丹原町池田１２６７番地１ 平成２０年４月１日

株式会社ジェイコム 西条市氷見丙４４４番地１ グループホーム多賀の里 西条市北条２３１番地１ 平成２０年４月１日

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号

７６６
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�愛媛県告示第１０５７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０５８号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第１７条第１０項の規定に

基づき、平成２０年６月９日、八幡浜地区に係る特定漁港漁場整備事

業計画を次のとおり変更した。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のとおり」は、省略し、八幡浜地区に係る特定漁港漁場整

備事業計画の変更に係る特定漁港漁場整備事業計画書は、南予地方

局産業経済部八幡浜支局水産課において公衆の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０５９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、西条保健所及び新居浜

市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

代表取締役社長 渡邊 光廣

２ 事業場の名称及び所在地

新居浜電子株式会社

新居浜市王子町１番１号

３ 特定施設に関する事項

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

サニーマート松山久米店 松山市北久米町６９８
番地１ 荷さばき施設の位置及び面積 ４５㎡ ９４㎡ 平成２０年

６月３０日
平成２０年
６月１０日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前１０時から
午後１０時まで

午前９時から
午前０時まで

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前１０時から
午後１０時まで

午前８時３０分から
午前０時１５分まで

駐車場の自動車の出入口の数 １２ヶ所 １３ヶ所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年７月
１９日

愛媛県
第１２１７
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

スーパ
ーＭＧ

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１４．５
内く溶
性苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６５号 酸又はアル
カリによる表面処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５２．５キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約３０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 １８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ４．０～５．０

最大 ４．０～５．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．５未満

最大 ０．５未満

愛 媛 県 報平成２０年７月４日 第１９７８号

７６７
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水処理施設Ⅲ

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�愛媛県告示第１０６０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年７月４日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

設 置 年 月 日 平成１６年５月４日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び化学処理

処 理 施 設 の 型 式 還元法、中和法、イオン交換法及び活性
炭吸着法

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス鋼及び塩化ビニール等

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦５７メートル 横１２．５メートル
高さ１０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２，９４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 還元法、中和法、イオン交換法及び活性
炭吸着法

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

項 目

処 理 前 処理後

イ オ ン
交 換 系

還 元
中 和 系

脱 脂
水 洗 系

還 元
中 和 系

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
５．０～８．０
最大

４．０～８．６

通常
４．０～１２．０
最大

３．０～１３．０

通常
６．０～１０．０
最大

５．０～１１．０

通常
６．０～８．０
最大

５．８～８．６

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４．５

最大 ８．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．１

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４５

最大 ０．８１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０９０

最大 ２，３９７

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第２０号

平成２０年６月２４日
伊予郡松前町大字東古泉字�樋５０７番１

伊予郡松前町大字東古泉４６９番地２

早 瀬 芳 信

２０中局建（開）第２１号

平成２０年６月２７日
伊予市米湊字野中１２０３番地

伊予市米湊１０４７番地２

仲 田 美 恵 子

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５未満

最大 ０．５未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０２

最大 ０．０２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０１未満

最大 ０．０１未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 ２０

備考 汚水は汚水処理施設Ⅲで処理し、化学研磨液は循環使用後、産業廃棄
物として処理する。

値 化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
５．５
最大
７．９

通常
５．４
最大
８．２

通常
６．０
最大
８．０

通常
４．９
最大
７．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
５
最大
５

通常
５
最大
５

通常
５
最大
５

通常
５
最大
５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２．１
最大
３．５

通常
７．６
最大
１３．６

通常
６．０
最大
１０．３

通常
７．４
最大
９．８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
０．５
最大
０．７

通常
０．５
最大
０．８

通常
１．０
最大
１．０

通常
０．５
最大
０．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
２，２３８．５
最大
２，４４７．５

通常
８３
最大
９６

通常
５６
最大
６４

通常
４２９
最大
４７４

備考 処理水の一部は、系内循環水として再利用する。
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公 告

雑 報

�愛媛県告示第１０６１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市明浜町土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２０年７月４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�公 告

平成１９年度社団法人全国公営住宅火災共済機構の経営状況の

公表について

社団法人全国公営住宅火災共済機構理事長足立穎一郎から通知の

あった平成１９年度社団法人全国公営住宅火災共済機構の経営状況に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３項の

規定により、次のとおり公表する。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事業実績

加入都道府県市区町村会員数 ７０５

加入戸数 ８５９，７２４戸

共済委託契約金額 ７，６９７，３６６，６６７，０００円

火災共済掛金 １，０３１，１１０，９５６円

被災戸数 ４７６戸

火災共済給付金 ４６４，７７３，４７７円

特定給付金 ２３，０２７，２７６円

復興建築助成戸数 ２０７戸

復興建築助成金 ７６，０４９，０７２円

住宅災害見舞戸数 １，１１７戸

住宅災害見舞金 ２７，２９０，０００円

住宅防火施設整備補助会員数 ２５６

住宅防火施設整備補助金 １３７，９２４，６００円

２ 収支計算

� 収 入

火災共済掛金収入 １，０３１，１１０，９５６円

建物管理の部収入 ４４，１４８，０７５円

その他の収入 １９２，２０６，０７０円

当期収入合計（Ａ） １，２６７，４６５，１０１円

前期繰越収支差額 ６０２，８３５，０５８円

収入合計（Ｂ） １，８７０，３００，１５９円

� 支 出

事業費 ８８０，５３８，２４５円

管理費 １４６，７０７，５４６円

建物管理費 ２０，７９６，０７８円

特定資産等取得支出 １７１，６６２，８７４円

当期支出合計（Ｃ） １，２１９，７０４，７４３円

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） ４７，７６０，３５８円

次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ） ６５０，５９５，４１６円

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成２０年６月２３日あったので公表する。

平成２０年７月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 ２００８年度夏季一時金、その他に関する事項

２ 日時 ２００８年７月９日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

財団法人 正光会今治病院 今治市高市甲７８６－１３

財団法人 正光会宇和島病院 宇和島市柿原１２８０番地

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。

�愛媛県市町村職員共済組合公告
愛媛県市町村職員共済組合定款第５条の規定に基づき、平成１９年度決算の要旨を公告する。

平成２０年７月４日

愛媛県市町村職員共済組合

理事長 玉 水 寿 清

損益計算書の要旨 （単位：千円）

収

入

経 理 区 分 短期 長期 預託金管理 業務 保健 宿泊 貯金 貸付 物資

負担金 ３，９４４，９６９ １２，９４３，５４５ １７３，４０１ ２１０，２８７３２５，４００

掛金 ３，６１８，０５５ ７，４９５，０１０ ２１０，２２７３４１，７２４

施設収入・商品売上 １１３，０４２

受取手数料 ２１，５５０

利息及び配当金 ７９３ ３３０，０５５ ９１３ ７７１ ４７８ １，２１２，０５３ １，１４３９２

組合員貸付金利息 ３１１，６５８

その他収入 ９１６，３７６ ７６，３６５ ５，１２７ ３７，８６１ １７ ５１，４４１ ４９，３５４

他経理から繰入金 ２４，８８８ ６０，１００

前年度繰越支払準備金 ７１６，８５５

計 ９，１９７，０４８ ２０，４３８，５５５ ３３０，０５５ ２７５，５６７ ４２６，４１２ ２１１，４８１ １，２１２，０７０ ３６４，２４２ ７０，９０４６６７，２１６
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残油流動接触分解装置等整備事業に係る環境影響評価準備書

に対する意見書及び見解書の縦覧について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号。以下「条

例」という。）第１７条第１項の規定により提出された意見の概要及

び当該意見についての事業者の見解を記載した書類（以下「意見書

等」という。）を作成したので、同条例第１９条の規定により公告し

ます。

平成２０年７月４日

太陽石油株式会社

代表取締役 岡 豊

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 太陽石油株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役 岡 豊

� 主たる事務所の所在地

東京都千代田区内幸町二丁目２番３号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 残油流動接触分解装置等整備事業

� 種類 製造業に係る工場の規模の変更の事業

� 規模 排出ガス量 ６３１，０００Ｎ�／時増加
排出水量 １０１，７２１�／日増加

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県今治市菊間町種４０７０番地２

４ 関係地域の範囲

愛媛県今治市

５ 意見書等の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、今治市役所、今治市役所菊間支所及び

今治市役所大西支所

� 縦覧期間 平成２０年７月４日から平成２０年８月４日まで

（土、日、祝日を除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

給付 ４，６２１，５０７

役職員給与 １４６，５６０ ３１，４７７ ７５，８０６ ４４，８７２ １１，３８４ ４，３０４

厚生費 ９２ ３３１，３１７ ５９ ３６ １０ ３

旅費・事務費 １１，０６２ ５，３１８ １，６５９ ３，０９５ ２，３９１ ６４７

支 商品仕入 ２，３２３

飲食材料費

委託費 ９，７６８ ６６５ ５，１８５ １，２１６ ３１２ １００

支払利息 ３３０，０５５ ８４８，５５１ ２６８，４１８ １２，４６８

連合会払込金 １３９，１５８ ３５，８３２

老人保健拠出金 １，７７１，８２２

退職者給付拠出金 １，５１０，８６１

介護納付金 ６６５，４５３

出 負担金払込金・掛金払込金 ２０，４３８，５５５

他経理へ繰入金 ２４，８８８ ６０，１００

その他支出 ６２０，５５４ １０４，９６５ ３６，１１９ ９３，４９９ １７，１１９ ５９，７２９ ５７，２０４６８３

次年度繰越支払準備金 ７３０，５５１

計 ９，４１９，３４１ ２０，４３８，５５５ ３３０，０５５ ２７２，４４７ ４６４，９９６ １７８，５３１ ９１４，８８９ ３７８，０７６ ７４，７２６６６６，１３６

差引当期利益金又は当期損失金（△） △２２２，２９３ ０ ０ ３，１２０ △３８，５８４ ３２，９５０ ２９７，１８１ △１３，８３４ △３，８２２１，０８０

貸借対照表の要旨

資

産

流動資産 ７３０，１１９ ５９ ５，１７９，０１５ ３５２，５２８ ３２８，３３０ １９４，２４５ ２６，０９５，９０６ ２３５，２９８ ８３２，２４８

固定資産 １４，９９１，９１８ ６７２ １１５ ５８１，８６６ ３４，６９４，０６８ １２，８２０，４６４

繰延資産

資 産 合 計 ７３０，１１９ ５９ ２０，１７０，９３３ ３５３，２００ ３２８，４４５ ７７６，１１１ ６０，７８９，９７４ １３，０５５，７６２ ８３２，２４８

負

債

流動負債 ４７，１００ ５９ ７３０ ９，６９９ ６，５３７ ５７，９８８，１８６ １３ ５４，３３４

固定負債 ７３０，５５１ ２０，１７０，９３３ ２１９，２８５ ３６，８６９ １２６，９５０ ７３，１０２ １２，６６５，８０９ ６１５，９５２

負債合計 ７７７，６５１ ５９ ２０，１７０，９３３ ２２０，０１５ ４６，５６８ １３３，４８７ ５８，０６１，２８８ １２，６６５，８２２ ６７０，２８６

資

本

資本剰余金 ５４５，６５５

長期給付積立金

利益剰余金又は欠損金（△） △５４，８１５ １３３，１８５ ２８１，８７７ ９６，９６９ ２，７２８，６８６ ３８９，９４０ １６１，９６２７，２８３

資本合計 △４７，５３２ ０ ０ １３３，１８５ ２８１，８７７ ６４２，６２４ ２，７２８，６８６ ３８９，９４０ １６１，９６２

負 債 ・ 資 本 合 計 ７３０，１１９ ５９ ２０，１７０，９３３ ３５３，２００ ３２８，４４５ ７７６，１１１ ６０，７８９，９７４ １３，０５５，７６２ ８３２，２４８

（注）短期経理の上段は短期、下段は介護

平成２０年７月４日 発行
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